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　　　　　　ひとこと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ダモクレスの剣一

　「明るい子どもの声の聞こえない町は滅びる」と言ったのは、ギリ

シャの哲人てあった。

　今日、わが国において、はU’けるような、また心から楽しそうな

「明るい」子どもの声が、家庭や地域社会に響いているのであろうか。

　本誌の前号から継続している特集テーマは「子どもの眼・子ども

の声」である。その2回目の本号では「家庭・地域社会から」とい

う副題が付いている。家庭と地域を、子どもの立場に立って見直そ

うという試みである。

　エリクソンは「基本的信頼関係」を育てる家庭の重要性を指摘し

た。しかし、父親不在を強いる企業戦士社会にがっちリ押さえられ

た家庭での信頼関係は、果たして「基本的」なのであろうか、偏向し

ているのではあるまいか。

　子どもは「声」をあげているのかもしれない…見えない形で、逸

脱した行動で、非社会的な態度で…。それを大人が聴いていない。

聴く時間が無い。そのような大人の社会を、家庭を、子どもの「眼」

がじっと黙って見詰めている。

　「まるで毎日がお祭だ」とアジァからの労働者に言わしめるほどの

繁栄を続けている日本の上に、いつしかひっそりと覆いかぶさって

いる、命取リになりかねない危険…それは酒池肉林の宴会の真っ只

中にある王の頭上に、いつしか一本の細い糸で吊されていた「ダモ

クレスの剣」に似ている。

　子どもの心を育てるはずの「家庭と地域」を、真剣に見直す大人

の眼こそが、今、必要とされているe　　　編集委員長・秋山智久



子どもの権利をどうとらえるか
権利条約にちなんで

特

子どもの眼・子どもの声

一
家庭・地域社会から

　　　　　　ほり　お　 てる　ひさ

鯨大学搬堀尾輝久

　はじめに

　1989年11月、国連総会で「子どもの権利条約Jが採択

され、各国の批准も進んでいます。わが国でも、今国会

で批准へ向けての審議が進められるはずです。

　エレン・ケイが「子どもの世紀」を書いたのが1900年。

それから100年の間に、子どもの権利に関するジュネーブ

宣言（1924年）、国連の子ども権利宣言（1959年）を経て、

ようやくそれを国際条約として、各国政府にその実現を

義務づけるところまで進んできたといえます。

　この条約の意味を深く理解するためには、3つの視点

が重要です。

　それはまず、子どもの権利の侵害が世界的に広がって

いるという事実です。

　第2は、子どもをめぐる深刻な状況が存在していても、

それを権利侵害としてとちえる視点が成立していなけれ

ば、ただ「かわいそうだ」ですんでしまいます。それを

子どもの権利侵害としてとらえる権利思想の大きな展開

が、この条約を支えているのです。

　第3に、子どもの権利を守るということを、国連が軸

となって、国際条約として規定する。つまりは、地球上

の国家全体に、その条約に盛‘）込まれている精神を実現

することを求めるという思考の広がり、地球的規模で考

えていかないと、この問題は解決できないという発想、

つまりはグローバルな発想が、ようやく世界の共有のも

のになってきたということです。以下、この3つの視点

について、やや詳しく述べたいと思います。

　1．世界の子どもの状況

　今日子どもの権利侵害の最も深刻な状況を呈している

のは第三世界の国々であり、アジア、アフリカ、ラテン

アメリカです。「世界子ども白書」は、貧困と飢餓のなか

で死んでいく子どもは1週間に4万人、飢えた子どもは5

億人と報告しています。とくにインド、パキスタン、バ

ングラデシュ等のいわゆる南アジア、サハラ以南のアフ

リカの状況が深刻のようです。

　このような事実を前に、権利条約の問題は第三世界の

子どもの問題だという意見が一部にはあります。

　それではいわゆる先進国には問題がないかといえば、

決してそんなことはないのです。

　ユニセフが世界子どもサミット（1990年）に向けて提出

した報告書は、いわゆる第三世界の子どもの状況に重ね

ながら、次のように記述しています．「例えぱアメリカと

イギリスでも、10年間の堅実な経済成長のかげで住む家

をもたない家族の数が2倍にふえた．アメリカでは社会

サービスの安全網が徐々にすたれる一方で、貧困のうち

に暮らす子どもの数が300万人以上ふえている。1979年に

は子どもの人ロの11％がそうであったのが、今日では15

％を上回っている。このような数字は、このIO年間に発

展途上国で起きたできごとと同じく、子ども最優先の原

則の重大な違反である。」と。アメリカの低所得者層に広

がるホームレスの問題は、日本のテレビでも広く報道さ

れていますが、ちiうど国連総会で子どもの権利条約が

採択された時期に、下院に「子ども・青年・家族にかん
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する特別委員会の報告」が出され、そのなかには「見捨

てられたアメリカの子どもたち」と題する詳しい状況報

告が書かれています。世界の大国アメリカのイメージの

裏側には、重大な貧困問題をかかえてもいるのです。東

欧諸国の子どもたちの状況については、「チャウシェック

の子どもたち」や「モスクワ冬物語J（いずれもNHK、ドキ

ュメンタリ’－s1991年12月及び1992年2月）が生々しく伝

えています。

　2．日本の子どもの状況

　それでは日本ではどうか。確かに、アメリカのような

ホームレスの問題はないし、乳幼児の死亡率は千人中5

人（世界の貧困地帯では250人前後）と世界最低を誇って

います。子どもは大事に育てられているように見えます。

　しかし、日本にも、いわゆる貧困地帯とも、また先進

諸国の裏側の貧困問題とも異なった問題があるのです。

いじめ、体罰、不登校、自殺といったケースは学校と教

育という、本来命を育むべき場所がかえって入悶発達を

ゆがめ、そこでの人間関係が命を縮める原因となってい

ることを示しています。数年前に自殺した長野県の中学

生の遣書には、「学校なんて大きらい、みんなで命を削る

から。先生はもっときらい、弱った心を踏みつけるから」

と書かれていました。昨年夏、瀬戸の島の風の子学園で

罰としてコンテナに閉じ込められて死亡した男女2人の

中学生の事件は、寒心に耐えませんが、親と教師が相談

の末、教育委員会の紹介でこの学園に子どもたちを送っ

たことを知ると、これは現代的、集団的な子捨ての結果

だといいたくなります。今年になってからも、障害をも

つ仲間の中学生を、数人で蹴り殺した事件がありました。

教師の体罰におびえる生徒たちも絶えることはありませ

ん。これらはいずれも、子どもたちの生きる権利や身体

の自由の荒々しい侵害ですが、日本の社会と教育が競争

主義の原理に取り込まれるなかで、目には見えないが、

しかし、子どもたちの心の奥深く滲みこんでいる排他的

で、しかも自己抑圧的な心性に苦しんでいる場合が多い

世界の児童と母性

のです。子どもたちは、自由に、のびのびと育つ環境を

奪われているのです。日本の子どもたちは、現代の文明

病の犠牲者だといえるでしょう。

　このように、子どもの権利への侵害は．その状況を異

にし、現れ方を異にしてはいても、まさしく世界的に広

がっているのです。

　3．子どもの権利の思想の発展

　そして、これを権利の侵害としてとらえる見方も、に

の間、大きく発展してきました。子どもの権利の具体的

な内容は、この権利条約の第1条から第41条まで、細か

く規定されている通りです。

　私はここで、その権利の個々について解説するつもり

はありません。その個々の条文は大切ですが、それ以上

に、子どもの権利とは何かについての、直観的で包括的

なイメージをもつことが大切なのです。子どもの権利が

自覚されてくるのには、その前提として、人権の自覚の

深まりがあります。その上で、「子どももまた人間であり、

人間としての権利の主人公である」ということが前提と

なります。これは現代からみれば実に当たり前のことの

ようですが、このことが認められるようになったのはそ

れほど古いことではありません。17世紀の偉大な哲学者

パスカルでさえ、「子どもは人間ではない」ということばを

残しているほどなのですから。

　古代社会から中世にかけては、子どもを生かすも殺す

も家長の権限のなかにありました（子殺し的子育て）。中

世になってキリスト教社会になると、子どもを殺すこと

は減って、代わりに捨てること（子捨て的子育て）が行わ

れるようになります。近代に入ってようやく人権思想が

広がり、フランス革命に代表される市民革命を迎えます。

この人権革命の時代を背景に“人間の権利’が自覚され

るようになり、子どもの人間としての権利も原理的には

確立するのですが、現実には「すべて人間は人間として

の権利をもつ」というその人間から、女性や子ども、そ

して労働者も奴隷もそこからはずされていたのです。人
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間を表わす英語のman、仏語のho㎜eは同時に大人の

男性を意味することばでもあることにもこのことが示さ

れています。そして人権宣言から現在までの200年の歴史

は、「女性も人間である」「子どもも人間である」「そして

労働者も人閲である」ということを社会的に確認してい

く過程だったといえます。

　そして、「子どもは人間である」ことが確認されると同

時に、「子どもは子どもである」ということの意味が深め

られてきました。ルソーの「エミール」は“子どもの発

見”の書と呼ばれます。ルソーはそのなかで、「人は子ど

もというものを知らない。子どもについてまちがった観

念をもっている」といい、大人とは違った存在としての

子どものとらえ直しを行いました。「人間は弱い者として

生まれる」。だから周りの人々の手厚い配慮を必要として

いる。しかし、その弱さは同時にたくましく、豊かに成

長するしなやかさでもあり、その弱さのなかにこそ発達

の可能性が秘められているとして、子どもの未熟さを、

発達の可能態としてとらえ直す視点を示したのがこの本

です。ルソーは、「自然は子どもが大人になる前に子ども

であることを望んでいる。この順序をひっくりかえそう

とすると、成熟してもいない、昧わいもない、そしてす

ぐに腐ってしまう促成の果実を結ばせることになる。私

たちは若い博士と老いこんだ子どもを与えられ．たことに

なる。」といっています。子どもの発達には段階があり、

未来の大人のために子どもの現在を犠牲にすることは、

その未来をも貧しくいびつなものにするというこの主張

こそ、「子どもの発見」の真の含意なのです。子どもは「大

人のひな型」や「未熟な大人」ではなく、その未熟さは、

発達の可能性をこそ意味しています。それは現在の大人

を越える可能性でもあるのです。

　「人は子どもというものを憐れむ。しかし、もし人間が

はじめ子どもでなかったら、人間はとうの昔に滅びたに

違いない」これもルソーのことばです。子どもは人類の

未来の希望なのです。この著作に前後して、社会的にも

子どもたちに対するまなざしが少しずつ変わっていきま
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す。子ども服がつくられるようになるのもこの頃ですし、

絵画のなかの子どもが、子どもらしく描かれるようにな

るのもこの頃です。当時の子どもの社会史については、

アリエースの「子どもの誕生」にも詳しく述べられてい

ます。文学の世界でも、ワーズワースやW．ブレイクのよ

うな「子どもを讃える歌」が現れます。V．ユーゴーもそ

の一人ですが、彼が「コロンブスはアメリカ大陸を発見

したが、自分は子どもを発見した」と述べているところ

にも、18世紀末から19世紀初頭にかけての社会のなかで

の子どもの位置の上昇ぷt｝がうかがえるのです。このよ

うな動向を背景に、子ども時代に子どもらしく充実した

生活を送ることを中心とした、子ども固有の権利への着

眼が生まれてきます。子どもは豊かな遊びのなかで育ち

ます。遊びは最も自発的な活動であり、学習そのもので

もあります。エミールに、「子どもは生まれるやいなや学

び始める」ということばがあります。子どもにとって、

学ぷということは探求的な活動であり、それは自分の世

界を一つひとつ開いていく活動なのです。従ってまた、

「子どもの権利」の中核は「子どもが子どもであることの権

利」であリ、それを守ることは、子どもが子どもらしくも

のを感じ、考えていく時間と空間を確保し、子どもらし

さを保障するということであり、一足飛びに大人と同じ

扱いを認めうということとは全く異なることなのです。

　その子どもは「やがて大人になる存在」であることも確

かなことです。そして、これはただ単にいまの大人に近づ

くことではなく、それをさらに乗り越えていく可能性をも

意味しています。7ランス革命期に活躍したコンドルセは、

これを古い世代を乗り越える「新しい世代の権利」として

表現したのです。子ども固有の権利には、子ども時代を

大事にすることと同時に、それを通して新しい大人にな

っていくということが含まれています。子どもはまさに、

未来に向かって発達していく開かれた存在なのです。そし

て、未来の準備のために現在を犠牲にするのではなく、逆

に現在の充実こそが豊かな未来を可能とする鍵なので充

　以上のように、子どもの権利を考える前提には、子ど



もとは何かの問いがあります。そして、「子どもは人問で

ある」τ子どもは子どもであるj「子どもは未来へ向かって

開かれた存在である」という視点から、子どもを見る目

を豊かにしていくことが大事なのです。

　4．発達とは

　「子どもは未来へ向かって発達する」というとき、その

発達をどのよっにとらえたらいいのでしょっか。

　例えば、「発達診断」というときの「発達」があります。

発達診断表と比べて、進んでいる、遅れているなどとい

われることもありますので、このことばに恐怖感をもっ

ている人も多いと思います。しかし、発達ということば

の意味はそんなことではありません。発達に対応し、あ

る意味で対立することばに「進歩」があります。これは

歴史の進歩史観というように、未開、半開から文明開化

へと、物事が一直線に進んでいくイメージと結びついて

いますが、このことばが忌避されて、近代以降は発達と

いうことばが使われるようになってくるのです。発達（de・

velopment）というのは、物事は一直線に動くのではない、

ジグザグを繰り返しながら変わっていくということです。

つまずいたり、後退したリ、飛躍したり……幼虫がさな

ぎになり、成虫になり、のイメージです。子どもと教

育を考えるときにも、子どもはあるときは退化にみえ、

つまずき、失敗を繰り返しながら大きく飛躍するときを

待っている。そんな発達のイメージが大切です。そして

人間は生まれてから死ぬまで、さまざまな段階を経て発

達し続けるのです。発達の段階には固有の活動や意味が

あり、それを保障することに、教育の目が向かわなけれ

ばなりません。それぞれの段階を充実させることが、次

の段階へ飛躍するカとなります。現代では、親も教師も

速く速くと急がせてばかりいますが、これでは「若い博

士と老けた子ども」はふえても、子どもらしい子どもの

発達は保障されません。また、なかなか次へと飛躍しな

いときにこそ、じっくりと腰をすえて待つことが大事な

のです。人間はジグザグを繰り返しながら発達していく

世界の児童と母性．

のですから、発達診断表などというものは一つの目安で

はあっても、それで一律にはかることはできないのです。

　子どもの発達を支えるものとして、自然、人間関係、

文化の3つはとても大切です。人間は自然から切り離さ

れては生きていけませんnまた親や友だちなど、他人と

の人間関係がなけ札ぱ人間になれません。子どもの発達

は「関係の発達」でもあり、大人と子ども、子ども同士

の関係が豊かになっていくことでもあるのです。

　さらに人間は衣食住の生活文化から始まって．音楽や

書物など、さまざまな文化のなかで生きています。それ

ぞれの発達の段階に応じた人間的な文化の働きかけや刺

激が必要です。また、子どもたちは、文化から学ぶと同

時に、子ども文化をつくり出していくことによって発達

していくものです。

　5，子どもの権利の内容

　これまで、子どもとは何か、子どもが発達するとはど

ういうことかについて述べてきました。ところで、子ど

もの権利とは、子どもが人間であることの権利を前提に、

子どもが子どもであることの権利、子どもが大人へと発

達する権利だということができます。人権のなかでも、

生きる権利（生命の権利．生存の権利）が最も基底的なも

のです。そして生きているということは活動しているこ

とです。子どもの権利のなかでも、生きる権利が基底と

なります。そして「子どもは生まれるやいなや学び始め

るJ（ルソー）といわれるように、子どもにとって、生き

るとは学ぶ活動と不可欠のものです。子どもは学ぷ活動

を通して発達するのです。学習の権利は、人間的に成長・

発達する権利と固く結びついているのであリ、それを単

純に「学校で勉強すること」「教育を受けること」として

イメージするとすれば、それは学習権の大いなる誤解と

いわねばなりません。子どもの発達と学習の権利を保障

する責務は、まず、両親と家庭にあり、やがて保育園や

学校がこれに加わります。社会のあり様、福祉のあり様

は、その全体にかかわっています。「教育を受ける権利」
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という表現は憲法にもあり、それだけに子どもの権利の

レパート］J　一の一つとして、これをあげることが多いの

ですが、私は、子どもにとって、より基本的な「発達と学

習の権利」を確認することが大切だと考えています。そ

して、一定の年齢段階からその発達と学習のために必要

なある部分を、学校に信託しているととらえるならば、

親は子どもに代わってその教育の内容に要求を出し、お

かしければ批判し、ときによってはそれを拒否すること

もありうるのです。そして、子ども自身も、わからない

授業には、わかるように教えてほしいと声をあげる権利

があるのです。子どもが意見をいう権利（子ども権利条約

第12条）は、ここでも生きているのです。そのような意味

からすれば、“教育を受ける権利”と言い慣れた表現を、

“

教育への権利eに改めることも必要となります。ちなみ

に外国語での表現、例えtgright　to　educationも“教育へ

の権利”と訳すべきだと思います。

それにふさわしい権利の諸相を具体的に見極め、その内

容を掘り下げていくという視点を用意することになりま

す。それは子どもの権利、青年の権利、成人、老人の権

利として、その固有の内容がとらえられ．その特性に応

じての権利内容を含んで、人権なるものがそれらの総体

としてとらえられていくことになります。

　さらにまた、子どもの権利は、その実現ないしはその

保障にかかわる人々の人権の状態を点検しなおす視点と

なるのです。親や保育者や教育者の、さらには杜会一般

の人権が保障されていないところで、子どもの権利だけ

が保障されていることなど不可能なことなのですから。

だからまた、子どもの権利の態様を問うことは、その社

会の人権の態様を問うことと一つのことであリ、前者は

後者を問う良きバロメーターとなるのです。こうして子

どもの権利の視点は、人権思想そのものを豊かに発展さ

せる契機となっているのです。

　6．子どもの権利と人権

　以上のように、子どもの権利の思想は、人権思想を前

提としての発展形態の一つです。しかしそれは単に、人

権の子ども（そして女性）への応用であり、適用であると

いうことにとどまるものではないのです。それは、子ど

もをも人権の主体であると前提した上での、子ども固有

の権利を主張するものですが、実はそれは人権一般の土

台を強固にすることに他なりません。子ども時代の豊か

な発達と学習の権利、教育への権利が保障されていなけ

れば、労働権や参政権の意義も半減してしまうのです。

ワーズワースに、「子どもは大人の親である」という表現

がありますが、まさしく子どもの権利の実現こそが、大

人の権利を強固なものとして、その権利を実際に生きて

働く力となしうる土台となるものなのです。この意味で、

子どもの権利は人権の土台であり．基底であるのです。

　さらにこのような子どもの権利への着眼は、人間のと

らえ方を、大人をモデルとして一般化するのではなく、

それぞれの発達の段階、ライフサイクルに応じてとらえ、

　7．地球時代の子とも観

　最後に、私たちは、その視野を一国内の問題として閉

じておくことはできません。大きく世界に目を向け、地

球的規模でその権利のあり様を、その保障の方策を考え

ることが求められています。地球規模での民主化（g！obal

dernocratization）が実現しない限り、人類の文明の未来

に希望はないのです。「子どもの権利宣言J（1959年）から

「子どもの権利条約」（1989年）への発展を通して深められ

てきた、「子どもの最善の利益」を守O、各国の政治にお

いて「子ども最優先の原即Lを実現させることは、子ど

もの権利と人権の思想の発達と深く呼応しており、それ

は人類の文明のあり様を問い直すことにつながっていま

す。最後に、子どもサミットで語られたスウェーデンの

カールソン首相のことばを引いておきます。

　「子どもたちは私たちすべての未来である。子どもたち

がどのように生きるか、それが人類文明全体を決定する。

子どもの権利がどのように守られるかが、私たち自身の

未来を決定する。」
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乳児院に求められる

子育て支援

特 集

子どもの眼・子どもの声

一
家庭・地域社会から

　　　　　　　　　しお　たに　よし　　こ

絃園乳児ホーム賑潮谷義子

1

　1．今様の子ども

　「大人にはなりたくない」平成3年版青少年白書は、

小学生から高校生まで、こんな思いで成長している

子どもの姿を指摘している。「児童・思春期精神障害」

厚生省研究班の調査は、うつ病の疑いのある小学生13

％、中学生22％と報告している。文部省も平成2年度

の高校中退者数は過去最多であったと報告している。

　これらの数字から、少なくとも子どもたちが生き

生きと、意欲にあふれた姿で存在していないこと

は明白である。欧米の子どもと比較すると、著し

く生きがいを喪失し、強い緊張感をもちながら育っ

ているという。進学という目標は見えていても、自

分の将来像が見えていない多くの若者たちは、21世

紀の日本にどんな舵取りをするのだろう。

　今日の病んだ子どもの心と身体の背景に、同じよ

うに病んだ環境があり、病んだ大人が存在している．

そして、大人たちの求める子ども像と、その大人に

育てられた結果としての子どもの姿との落差のなん

と大きいことか。

2．3つの側面にみる子育て支援の流れ

1）日本の場合、子どもを養育する責任は、第一

義的に親（家庭）にあるとされ、国、社会は養育の

具体的な方法に直接介入すべきではないとされてき

た。確かに、結婚するしない、産む産まないは、個

人の選択である。しかし、子育てに伴う家庭生活は、

その原則を私的責任としながらも、すでに限界にき

ている。家族による生活保障と家族関係によって期

待される人格形成は、総じて不安定な状況にあるの

が今日の社会であるe

　ここに国、社会が児童の養育責任を担う必要が生

じてくる。つまり、社会的養護である。児童福祉法

制定以来、狭義には入所型の施設福祉がその役割を

担ってきた。その入所基準は、あくまでも親による

子育て責任を第一義においた枠内のものである。し

かし、今日の社会問題である出生率の低下、高齢社

会の担い手、経済力を支える労働力の確保という観

点から、公の貴任による児童福祉サービスがクロー

ズアップされてきた。

　2）家庭機能の弱体化は、弱い存在である子ども

を直撃することになった。また、家族、親族の支援

を期待することが困難な結果、さまざまな育児産業

を生み出すこととなった。

　1975年頃から増加したべピーホテル、1989年に発
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足したベビーシッター協会をはじめ、育児産業のな

かに養育ニーズに応えるための新しい業種は広がり

発展を遂げた。しかしながら、営利事業に組み込ま

れた養育機能を、真の意味で子育て支援の一翼とし

て位置づけていいものか凝問視されて当然である。

そこで、このような新しい業種に対する公的規制が

必要であると同時に、親自体への子育て支援が求め

られてくる。つまり、これまでの子育て支援状況は

「問題発生後」の対応に力点がおかれてきたが．今後

「問題発生前」の予防的、あるいは親自身の養育力を

高めるための方策こそ急務と考えられる。

　3）障害福祉年以後、ノーマライゼーション理念

の尊重が叫ばれている。これに呼応し、福祉関係八

法の改正によって、施設福祉中心から在宅福祉中心

へとサービス体系の転換が求めちれてきた。そして、

これに伴い、地域における保健、医療、福祉のネッ

トワーク化が促された。さらに、「子どもの権利条約」

を背景に、国内外から人権に根ざす子育て環境の整

備が促されてきた。子どもが「保護」の対象に止ど

まらず、権利行使の主体として存在するために、国

は親とともに児童養育の責任を負うことが求められ

てきている。

　まさしく、1924年ジュネーブ宣言以来の理念であ

る「子どもは、全面的かつ調和のとれた人格発達の

ために、幸福と愛情と理解のある家庭環境の下で成

長すべきであ1）　．社会の基礎集団としての家族が、

地域社会でその責任を果たすことができるように、

国は必要な保護と援助を与えるべきである」という

目標に向かって、親と国は、施策の展開を求められ

8

ていると言えよう。

　今後、子どもを産み、育てることに伴う家庭支援

体制の整備、計画が、国レベルで推進されることを

期待しながら、乳児院の立場から「子育て支援サー

ビス事業」の実際を述べてみたい。

　3．乳児院の現状と展望

　全社協・乳児福祉協議会調査研究委貝会（委員長

・帆足英一）は、乳児院の要養護乳児の実態を歴史

的に把握した。内容に触れてみよう。

（1）入所状況の変化

　孤児、棄児、両親の死亡による入所が減少し、未

婚の母、母親の精神疾患、次子出産、家族員の疾病

が増加している。虐待児は1991年1月1日現在の在

園児数に対し19，4％である。入所理由のなかでも、

特に、未婚の親は若年傾向にある。しかも母親の精

神障害、養育拒否という問題もある。さらに、母親

の精神疾患や産婦人科系疾患の多いことは注目しな

表1．入所施設機能拡大事業の実施状況

　　　　　　　一

メ庄渓一
＝一一　
実魏施故数、

　　　　　　　　　［

健常児デイケア 34ヵ所（28．8％）

ナイトケア（夜間保育） 14ヵ所（IL9％）

緊急一時保護（措置外） 39ヵ所（33．1％）

病児デイケア 3ヵ所〔2．5％）

断続保育（不定期保育） 8ヵ所（6．7％）

①実施施詮数53施故．回答118施設

②（）内の数字は回答118施故に占める翻合

③全乳協「施設機能拡大事藁田査」1991年



ければならない。

　在園期間は3ヵ月未満が約4割を占め、短期化傾

向にある。特に、1981年、ベビーホテル問題に対応

して乳児院機能に付加された「短期入所措置（ショ

ー
トステイ）」の利用は年々増加傾向にあり、1989年

度には、全在籍児童数の4分の1を占めている。

　家庭復帰率は6割以上に及んでいるe家族構成は、

表2．家庭育児支援サービス事業の実施状況

メニユー
　　　　　　一　　一
実施施設数

育児相談 25ヵ所（21．2％）

電話相談（赤ちゃん110番） 22ヵ所（18，6％）

母親教室 9ヵ所（7．6％）

母と子の遊びの教室 10ヵ所（8．4％）

育児体験教室 8ヵ所（6．8％）

育児講演会 13ヵ所（1LO％）

単親家庭相談 9ヵ所（7．6％）

里親相談 33ヵ所（28．0％）

中・高・大学生育児体験教室 43ヵ所（36．4％）

お年寄りとの交流教室 10ヵ所（8．4％）

登校拒否児の受け入れ 7ヵ所（5．9％）

退院児のフオロー 26ヵ所（22．0％）

その他 10ヵ所（8．5％）

Φ実施施設数74施股。回答118施設

②O内の数字は回答118施設に占める詞合

③全乳協「施投機能拡大事業真査」1991年

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児竃と母性

入所時、両親と生活していた乳幼児は51．4％。単親

家庭は母子世帯29．1％、父子世帯9．1％となっている。

（2）育児相談

　全国乳児院の25．4％が育児相談を実施している。

このなかには、“赤ちゃん110番”などの電話相談や

来園による対応が含まれており、単に指導に止どま

らず、デイケア、緊急一時保護、私的契約、通常の

入所、と結果的には公的私的福祉サービスを要する

場合が少なくない実態が報告されている。また、育

児相談の実態から、育児体験教室、母と子の遊び、

母親教室、育児講習会、お年寄りとの交流教室、登

校拒否児の受け入れ、等々を実施している乳児院も

ある。（表1、2pt照）

　具体的に当園の相談内容に触れてみよう。

　（例；）30代の両親と3歳、10ヵ月児の子どもが

　　いる世帯。相談内容は、妻が職場集団検診で子

　　宮癌を発見された。大学病院の予定で2月14日

　　に手術と決定。夫は職業柄21時頃帰宅。保育園

　　降園後、祝祭日、父親の出張日の子どもの養育

　　に力を貸してほしいということであった。

　（例2）1月半ば、19歳の女性とその両親の来園。

　　女性と言うよりも“女の子”と言うほうがふさ

　　わしいほどのあどけなさである。しかし、明ら

　　かに妊娠体型である。就職先の経営者に犯され、

　　その妻は半狂乱になっているという。胎児と自

　　分の身の安全、出産後の相談であった。この相

　　談窓口のことは、たった1回訪れた高校生のボ

　　ランティアの集いで知ったという。

　このほか、障害児をもつ親は、1年の育児休暇よ

りも1週に1日でいいから、育児から解放されたい
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と訴える。また、出産退職した女性は、生活基盤で

あったはずの地域を知らないことから孤立化、養育

疲労、就労願望を強めていた。

　このように、子どもを取り巻く環境の悪化は、普

遍化、拡大化している。乳児院の内と外とを問わず、

家庭、地域社会のなかに派生している病理現象をま

ともに受けて、危機にさらされている胎児から乳幼

児の存在が指摘されよう。

　これまでの乳児院は親代替機能が主であったが、

今日、それと共に新たに求めちれる機能がある。家

族が問題発生要因となり、要支援状態が続いている

という事実がある限り、子どもが再び復帰する家庭

・ 地域への支援機能を果たすことが重要な役割とな

る。さらに、これからの支援機能の推進は、「事後問題

対応型」から問題を抱え込む親、子はもちろん、地

域を含んで、主体的に養育能力を回復、形成し、維

持していくための視点をもつことである。

　この視点に立った当園の家庭支援事業の一部を、

紹介するので、参照されたい。（表3）

　次に、乳児院が、従来の機能充実を前提にしながら、

今後どう対応していズか、その方向性を考察したい。

　4．乳児院の子育て支援センター化構想

　平成元年度、「乳児院の将来構想アンケート」及び

全国の乳児院で実施されている子育て支援の事例把

握調査「施設機能拡大事業調査」を全乳協・調研委

員会で実施した。その結果から、次の点が指摘され

る。

①緊急一時保護のニーズに応えざるを得ない実態が

多い……この点は、短期入所措置制度、あるいは現
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表3．慈愛園乳児ホームにおける家庭育児支援事業

〔育児相談〕

●乳児院に相談した理由：保健婦の依頼で相談を受けた。宮

語の検査依頼と親の育児のあり方にtsする指導を行った。

●家庭環境の状況：父の職業は会社員、母は専業主婦。

　〔岡題点〕姉7歳はてんかん発作があり、養饅学校通学中。

　本児は保健所の3歳児検診で言語能力に問題あり、歩行開

　始が21ヵ月で遅滞と指摘されていた。近所に同年鈴の遊び友

　だちがおらず、母親が正常発達の姿を理解していない。

●問題点：心理検査後は、親に日常生活上の留意点を指導し

　フtローを保健婦に依頼した。

〔登校拒否児の受け入れ〕

●乳児院を利用した理由：医師の依頼で受け入れた』乳児の

　保育状況をみることを目的とした。

■家庭環境の状況1父の職索は公務貝、母は専案主婦。

　〔問題点）父親は厳格、世間体を気に†る。母親はやさしい

　だけで、本児の自主性を無視した先取りした養育態度と思

　われた。

●乳児院での過ごし方：乳児院在院児と一緒

●問題点：特になし

〔ナイトケア（母出張）〕

●乳児院に預けた理由：母出張のため、保育所で対応できな

　い時間を依頼された。（父親が公務貝で、不規則のため夜岡

　力嚇応困難）

■家庭環境の状況：父の職婁は公務貝、母の職業は自営業。

　〔問題点〕児童相談所に短期入所の申し入れをしたが、受け

　入れられず、日中は保育所、夜聞は乳児院に預けた。

●処遇内容の実際：保育は乳児院在院児と一緒（保育室・寝

　室等）．保育者は乳児院在院児と一緒。

●問題点：特になし



世界の児童と母性

行法の弾力運用で展開可能。行政側の改正に向けて

の視点を求めたい。

②利用児の年齢制限の緩和……次子出産に伴う入所

依頼の多さは、少子化が急進している今日、配慮す

べきニーズである。年齢の上限を現行の2歳から3

歳にまで引き上げることが望ましい。

③人的環境の整備……事業展開のためには不可欠の

条件である。ケースワーカー、心理指導員、男性指

導員等、専門スタッフの導入。

④物的環境の整備……相談室、プレイルーム、専用

電話、集会場等の設置が必要。

⑤ニーズへの対応……必要な時聞帯、必要な期聞、

必要な場所、簡単な手続き、という具合に、即応性、

利便性が求められている。

　従来の乳児院機能に付加して、積極的に子育て支

援を行っている乳児院は数多くある。しかし、法的、

制度的体系の矛盾と切ないまでに多くあるニーズの

狭間で、ジレンマに陥る施設も多い。乳児院の子育

て支援機能は、養育ニーズに応えることによって内

側から広げられ、その形態づくりが始まっていると

言っても過言ではない。

　筆者を含む全乳協・調研委員会は、今日の養育ニ

ーズの多様化、将来に予想される社会状況等を考察

しながら、乳児院の地域における子育て支援を図1

のように構想している。この実現に向けて、関係各

機関の知性と感性に裏付けられたバックアップを切

図1．乳児院の地域における子育て支擾センター化構想

〔相談機能〕 〔入所施設機能〕

巨　『．L．＝T
　　　　　　l　子育て支援

育児相談

電話相談

親子の遊び指導

育児体験教室

その他

福祉型乳児院

　　　　　　‘

〔教育機能〕
医療型乳児院

緊急一時保護

デイケア

ナイトケア

断統保育

病児保育
　　　．

保育実習

看護実習

中・高校生実習

その他

一

教育機能　　　　　i

　　　　　：

　一一一一．

一一
．
親
子
寮
（
室
）
　
　
　
　
　
　
．

（措置形態〕

通常の措置

短期措置

非定型措置

私的契約
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表4．専門スタッフ教育機能の実施メニュー別施設数

　一一　　　一　　　一　　　　　　　一　　＝　　＝　　＝　　　　　　　　　　　　　　　一　　一

　　　　グーユー　　　　　　　．「‘一一一．一＝一一．一 『一　一一　　察i薦麹茸議．一一　　　一一

保育学生の実習 118ヵ所（100．0％）

保育園保母の実習 13ヵ所（11．0％）

看護学生の実習 46ヵ所〔39．0％）

看護婦・保健婦の実習 9ヵ所（7．6％）

中・高校生の実習 21ヵ所（17，8％）

その他 24ヵ所（20．3％）

鍍施施設数II8施設

②｛｜内の数字は回答ns施殻に占める朗合

③全乳協「旛設機能拡大事繧鯛査」1991年

にお願いしたい。

　5．施設内の新たな人間関係の構築をめざして

　地域に向けての子育て支援に取り組むとともに重

要なことは、言うまでもないが、施設内の対応であ

る。「養護に欠ける」と判断された子どもへの援助は、

入園とともに始まリ、「欠けている」内容を全職貝が

把握、分析し、計画的に生活場面のなかで埋めてい

くことである。「欠けている」背景は多様で、複雑で

ある。しかし、どんな背景を有しているにせよ、彼

らが「家庭から離れて生活している」点は同じであ

る。親子分離という人間関係の喪失、馴れ親しんだ

居住空間の喪失という分離傷痕を経験した彼らに、

“

人は信頼するに足るもの”としての人間関係の再

構築が求められる。だからこそ、施設は職員同志が

信頼し合い、支え合い理解し合っている、ほのぼの

として、安心できる場所でありたい。

12

　親に対する信頼関係を失った彼ちは、なかなか他

人に心を開かない手強い存在である。人の言い分は

理解できなくても、大人の想像以上に大人の姿を模

倣し、見抜いて発達する。だからこそ、職員集団が

望ましい人間関係をつくりあげることが重要である。

居場所をもたない子どもは、うずくまるか、脱出す

るしか方法がない。乳幼児期に最も重要なアタッチ

メントの形成は、担当制を取り入れ、1対1の関係のな

かで、意図的、無意図的なかかわりをもち、子どもが

安定感、信頼感を得るように配慮したいものである。

　乳幼児期の人格形成を図るために、血縁を基盤に

した関係から、“人”を基軸にした関係づくりが求め

られている。この意味で、ボランティアの存在は重

要で、当園では、面会ボランティアの活躍がある。

家庭生活を経験していない子どもたちは、家庭のモ

デルを得、この経験は将来に向けての家族関係のモ

デルになるばかりでなく、里親、養子としての生活

が始まるときに、違和感なく家庭を受け入れるステ

ップづくりにもなる。

　1990年9月国連本部で開かれた「子どもサミット」

で、生存、保護、発達に向けての宣言と行動計画が

採択された。施設に育つ子どもたちは、これらの権

利と人権を犯されて入園してきている。施設で働く

人自身が、どれほど豊かな人権感覚を身につけてい

るかが問われてくる。このことなしに、子どもの権

利の代弁者としての役割を果たすことはできないと

言えよう。

＊参＃文献

（1）’地域における子冑て支握センター化」全国乳児院協識会輿査研究委員会

（2）「熊本日々新聞」平成3年12月26日、平成4年1月15日

（3ド教育と医学Jl992年1月号



養護施設の地域交流ホーム
ぴ凱館」・域の子どもと福搬える

特
子どもの眼・子どもの声

一
家庭・地域社会から

　　　　　　　　つち　　や　　iさ　1一ど

養撒設凱寮籔土屋方人

　地域交流ホーム設立の動機

　’地域交流ホーム」の設立は、1988年9月．日本自

転車振興会の補助事業に地域交流ホーム事業があり、

養護施設もその該当施設であることを確認したこと

から始まる

　私は、児童福祉の道にあって30S＃余の久しい間、

時が熟せば地域に開く福祉活動の拠点としての場を

設定したいと思っていた　そして、‘地域交流ホーム」

！いう言葉の響きに、まさに時代の地域福祉・在宅

福祉推進活動の一翼を担うにふさわしい、開かれた

施設活動の拠点となるとの確信を持ったttl’自らの主

体的な決意か事紫を産む．は私の福祉信条でもあった．

　事業化への短期間の準備段階で、法人理事会、そ

Lて県共同募金会、県担当課の関係者か、事業への

意図を積極的に理解され、速やかに対応されたこと

の感激は今も胸中にあり、感謝でいっぱいである＝

　地域交流ホーム設立の意図

　樹心会は、It］45年養護施設として発足した樹心寮

と、1955年発足Lた豊木保育園くwa接1を経営してき

た．それ以来、地域住民の理解と協力で今日を迎え

た一これまでに果たしてきた社会的養護・保育機能

を、さらに地域社会に根づいたものとするために、時

代の要求する地域福祉・在宅福祉の多様な課題を受

けILめ、そして、福祉追求と地域児童の健全育成や住

民の福祉増進の一端を支え合う人々〔ボランティア）

に対して、施設機能を生かした援助活動と交流活動を

広く展開する拠点として、「地域交流ホーム．を設置

し、もって児童福祉・杜会福祉に寄与する二とを目的

とした　そして、］99U年4月、鉄骨造2階建、延面積

400m’の建物か完成し、地域交流活動がスタートした，

　地域交流ホームの運営と規程

　このホームの経営主体は、杜会福祉法人樹心会で

あるか、運営については、樹心寮・豊木保育園の職貝

「樹心館J正面
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及び地域ボランティアなどで構成する“福祉，Kラン

ティア樹心会”が当たるe運営財源は、現時点での

公的助成はないので、法人事業費及び利用料収入な

どで充当する。運営内容については、次の運営規程

で紹介することにしたV㌔

地域交流ホーム「樹心館」運営規程

（目的）

第1条：樹心館は、社会福祉法人樹心会の設置経営する

　地域交流ホームであり、養護施謝討心寮の養護機能と

　豊木保育園の保育機能を生かして、地域との連携活動

　を拡充する拠点とし、もって、地域児童の健全育成と地

　域福祉推進に寄与することを目的とする。

（利用者）

第2条：利用者は、利用を希望するすべての地域住民で

　あり、利用範囲は樹心館の活動に規定する範囲である。

（活動）

第3条：活動は、次の範囲で実施する。

　1、地域ボランティアの学習と提携の活動

　　　（1）豊木地区ボランティアの発掘活動と学習活動

　　　　月1回以上

　　②町ボランティアとの提携活動と学習活動

　　　　年4回以上

　　〔3｝隣接領域ボランティアとの提携活動と学習活動

　　　年2回以上

　2、施設機能強化推進・不登校児童指導施策などをうけ

　　　た福祉・教育相談、福祉援助と自立援助促進の活動

　　（1）通所相談・個別援助

　　②宿泊援助

　　（3｝自立促進援助

　　C4｝緊急託児・託老

3、福祉サービス活動

回

時

時

時

る週

随

随

随

ω食事サービスを必要とする人ぴとに、日常的な

　食事サービスの実施

14

　　　　①昼食を中心に提供（在宅及び通所）

　　　　②必要に応じて提供回数を増す

　　　②入浴サービス（通所）

　　　〔3｝自動車による送迎サービス　　随時

　4、地域の留守家庭児童などの援助活動

　　　〔1）幼児・学童の援助活動　　随　時

　　　②文化活動　　　　　　　　週1回以上

　　　｛3）スポーツ活動　　　　　週1回以上

　5、福祉専門職者養成の実習指導及び援助

　　　対象は、短期大学・大学及び養成機関の委託によ

　　　る、保母・指導員・社会福祉士などの資格取得実習。

（相談・指導・援助スタ・ソフ）

第4条：相談・指導・援助を担当するスタッフは次による。

　］、豊木地区ボランティアスタッフ

　　　（1｝町社協ボランティア

　　　｛2）ne人ボランティア

　　　｛3）老人ボランティア

　　　㈲教職経験者ボランティア

　　　⑤学生ボランティア

　　　（6｝介護福祉士

　　　⑦福祉ボランティア樹心会スタッフ

　2、技術・専門指導ボランティア

　　　（1）創作・絵画・習字・音楽

　　　〔2｝健康促進・機能回復トレーニング

　　　（3）スポーツ・レクリエーション

　　　（4）一般相談・ケースワーク・グループワーク・カ

　　　　ウンセリング

（設備）

第5条：樹心館の利用設備は次の通りである。

　1、相談室・カウンセリング室・研修室・音楽室（トレ

　　　ーニング室）・図書室・創作室

　2、宿泊室〔和室・8畳2室、洋室・4べ・／ド］室）

　3、浴室（男女別各］室・24時間利用可能）

　4、食堂（12席）・調理室



　5、ゲートポール・グランドゴルフ・ヵラオケ

欄館日時）

第6条：樹心館の開館日時は次の通1｝とするt

　L開館日は毎日、ただし火曜日は原則として休館日と

　　　し、定例会及び継続宿泊利用のみとする．

　2、開館時間は、通常午前9時から午後8時までとする。

　　　ただし、会議室利用の場合は午fXIO時までとする、

　　　なお、宿泊利用は任意とするc

〔利用料1

第7条：利用料は次の範囲で、樹心館案内によって納入

　する。（表L参照）

　1、食事・入浴・宿泊・カラオケに関する実費

　2、研修室など会議・集会に関する利用料

　3、文化活動などの材料の実費

　4、音楽教室・学習指導など外来専門指導者によるもの

　　　は別途納入

表1．利用料金

　（1｝図書室、創作室、相談室、カウンセリング室は無科

　（2）実費利用料金

　　　●会議室、研修室一1回1．000円（3時pm．）

　　　●食iF一朝食300円1昼食450円、夕食450円

　　　■入浴F1回100円
　　　●宿泊一1泊1人500円（入浴料を含む）

　　　■ヵラオケー1曲IOO円（ただしクラブ利用は洲

地域児童のグループ・カウンセリング

　　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

　5、相談・カウンセリングなどは無料

〔行事｝

第8条：樹心館の行事は、年間の社会暦にそって計画し

　交流の機会を提供する。

（広va　1）

第9条：樹心館活動に関する広報は、「樹心館だよ1）」に

　掲載のほか、随時「樹心館ニュース」として提供する。

（運営委員会）

第10条：樹心館の運営委員会は次の構成によるL．

　L運営委員10名を次のように選任する．

　　　〔D福祉ボランティア樹心会代表　2名

　　　②地域ボランティア代表　　　　2名

　　　〔3）技術・専門指導者代表　　　 2名

　　　（4）定例利用グループ代表　　　　2名

　　　㈲樹心会事業担当理事　　　　　2名

　2、運営委員会は年4回聞催し、その運営には事業担当

　　　理事があたる、

｛運営財源｝

第11条1樹心館の運営財源は次の通りとする。

　1、利用料収入

　2．樹心会事業費

　3、その他

（事務・会計）

第12条；樹心館の事務及び会計は、杜会福祉法人樹心会

　事務局が担当する、

〔改正）

樹心会運営規程の改正は、運営委員会の発意と改正案に

もとついて、樹心会理事会で審議改正する。

　付則

1、この規程は、平成2年4月1日から実施するe

　ホーム利用の子どもや人々の声

　子どもの声

●「おじさん、図書室にマンガ本がないよ。いまはマ
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　ンガが常識だよ。」

●「おじさん、カラオケの新曲入っている？」

●「お母さんがいいと言ったら、夏休み合宿してもい

　い？」

●「おじさん、樹心館の音楽教室に行くようになった

　ら、履物が揃えられるようになったね、とお母さ

　んにほめられた。」

●「今度テレピゲームのカセットもってきて遊んでも

　いい？」

●「宿題もってきたら、教えてくれる？」

●「樹心寮の子知っているから、寮のほうに行って遊

　んできてもいい？」

　これらの声は、来館する子どもたちの一部の声で

ある。樹心館の開館に当たって、モットーとしてき

たのが、利用範囲はごく自然の利用状況のなかで、

来館する子どもたちや入々が教えてくれる、であっ

た。事実いまの利用範囲と状況は、その答を人々が

出し合ってくれている。利用者サイドで、主体性を

もって選択的に利用方法を示し合うことは、まさに

自然な参加交流の輪の広がりの意図に合致するもの

である。これからもそのことを大切にして、あえて

意図的かつ押しつけ的参加要請にならないようにし

たい。

　人々の声

●「ここでは、町の公民館と一緒でアルコール類は持

　ち込めないかね？」と老人クラブの役員の声．

＊答「それはご自由にどうぞ、こちらにも用意して

　ありますから。」

●「先生、法事に集まってくれた親戚を泊まらしても

　らえないでしょうか？」と団地住いの地域の人。
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＊答「居室が空いている時は結構ですよ。」

●「団地なので、クラシック音楽を聞く会をしていて

　も、ボリュームをあげられない。プレヤー一式持

　ち込みで定例会をお願いしたい。」・・…・＊実施

●「となりの町の小規模作業所の誕生会をしたいので

　すが、その時あまり清潔でない人がいますので入

　浴の世話をしたい。入浴利用はいいですか～」

＊答「どうぞどうぞ、男女別に2室ありますので、

　風呂に入ってさっぱりして、誕生会のパーティー

　をさftたらどうですか。J後日、作業所の皆さんと

　職員方15名が来館、カラオケもされて一日楽しく

過ごされた。それが契機となって、作業所通所者

　（母親）の5人の子どものうち小学児4人（ユ人は、

　精神薄弱児施設入所予定児だった）が揃って入所し

　た。現在は、樹心寮から小学校の福祉学級に4児

　が通学している。これまで樹心寮が目指してきた

　「多目的養護機能」の発揮の一面が、結果として生

　かされてきている。

●「私は、県福祉事務所の家庭児童相談室の担当者で

　すが、先生の町の隣町の中学校で、不登校状況が

介護福祉士（樹心寮保母）による介護講習



改善されない生徒が5名います。訪問指導だけで

　は限界があるので、いい方法はないでしょうか？」

＊答「その生徒の中学の了解と親御さんの希望があ

れば、生活環境を一時的に変えることは、子ども

の体験として好ましい場合もあるので、子どもだ

けで無理の場合は、親御さんも一緒の家族合宿で

　も受け止めますよ。カウンセラ

　ーもいますので、お相手もでき

　ますよ。」このことが発端となっ

　て、女子4名と母親の代表によ

　る、自主的な生活リズムを取り

戻すための体験合宿が実現した。

　その発展が、国で施策された“養

護施設不登校児童指導ぴ指定施

　設への歩みとなった。

　樹心館の諜題と方向

1、専門的養護機能をべ一スに、ど

こまで地域の児童福祉・社会福祉

の実現への機能提供ができるか。

2、多様化する養護課題や住民の福

祉課題に対して、専門的技術のあ

る職員のサービスと援助活動を実

践できるか（専門家のするボラン

ティア活動）。

3、樹心館を拠点とする、施設福祉

と在宅福祉の連携と連動（樹心館

のテーマ“連心通心”の実現）。

4、人的・財源的基盤の充実を図る

努力と運営基盤の確立。

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児主と母性

5、住民の主体的参加と活動のための地域福祉拠点と

することができるか。

表2、「樹心館」利用状況

　このような課題はあるが、今後も地域に開かれた

福祉活動の拠点として、その活動を充実させていき

たいe

　　　　　　　　　　　　　（1991年1月1日～12月31日）

‘　　　　　　　　　利用者

‘利用内審

一一一・

児　童
学　生

〔級生堤i 一
　般
障害児
（者）

　　一．

老　人
一一

＝．

　計
　（人）　　　．1

・・ll！き・”
（70）

①721

②11 ③淑

10
966

　　ポランテ’ア
定例会　　任皐畜傷クループ

45

347
130 522

　

　

　

　 親　の　会
57 57

料理蹟習会
70 70

音　　　楽
愛　好　会 （60）

68 128

スポーツ
チーム例会

與 顕

音楽教室
（週4回｝

1，411

（268｝

L679

計 1，809
732 825 130 10 3，505

図　書　室
120

（144）

53 317

研　修　室 1，225
721 411 2，357‘

1
‘
利
用
場
所

創　作　室
（21旬

72
蹴

食　堂　等
（70）

11
踊

10
舗

居　　　室 〔（70）〕 〔732〕 〔154〕 〔10〕 〔鰯〕

カウンセリング室

　（定例） （20）

130 150

相　校　室
（20）

84 104

計
1，345
（464）

732
聡

130 10
3，506

（　）内は樹心寮児童、〔　〕内は1複利用
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地域、家庭における

子どもの生活と権利
児童委員の目から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あさ　　の　　みや　」・ち
　　　　　　　　　愛知服生・魑類鯉会銀浅野宮一

特
子どもの眼・子どもの声

一
家庭・地域社会から

　地域と行政のパイプ役

　現在、厚生大臣より委嘱された18万4，00n人の民生

委員が児竜委Hを兼ね、次代を担うFどもの健全育

成のための活動を［1々展開している、十どもの置か

れている環境は都市と農漁村、あるいは山間部、ま

たその規模によっても違うので、その活動は、全国

統一’di　Fl標を掲げて行う組識的なものと、地域のニ

ー ズに応じて行うもの、さらに個別の相談・指3導と、

多岐にわた・．．ている　ほかにも、行政への意見具申

の効果を・一層高めるために、　各樟ト珂体との協働活動

を積極的に展開Lている　例えば、過去においては、

“

丈夫な赤ちゃんを育てよう、、の運動を通じて母乳

の見直しを推進Lたこともあり、1隔広い分野で成果

をあげてきた．

　今後は、昨年改正された杜会福祉法を受けて、福

祉施策をぴ睡三的に展開しようとする気運力白治．体に

高ま・っておリ、児童委員ヒしても、出生率低下の問

題を含め、地域のニー7：に合わせた、よリ活発な児

童福W｝：活動が見込まれる、

　子どもの夢を見落とした結果

　そうしたなかで、「．チどものために．．の考えのもと

に、昭相40年代から50年代にかけて、チヒ．川㌘広場

や児童公園など．児童のための施設か数多くつくられ

たか、そのほとんどが大人の発想であった　ステン

レス製で見栄えはいいが、夏の炎天下て．は熱くて讃

れない滑リ台があ一．たリ、キャ’チボールや自転車

遊びを禁止しているtころか多く、そういi！ころ

では閑古鳥が鵬き、稚草か生え、逆に路ヒ遊ぴかふ

えている．．当然、児童の施設は「fどものため・に

つくられるので．あるが、そのほとんどが大人の発想

でつくられ、itどもの小さな夢やff・どもの声か見落

ヒされていたことを、公園の冒蝉は物語・．／てはいな

いだろうか

　私にも、子ども時代の思い出は数多くある．その

ひとつにこんなことがある　小学校6年のとき、自

ら素晴らしい出来だと自信をもって、綴り九f乍．文：，

児童室で
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を提出した。きっと“甲上。最高の成績だろうと期

待していたのだが、先生に赤インクで「自分の力で

書きましょう」と書かれて返されたのである。「自分

で書いたのに・・…・」と、複雑な思いで、本当に悲し

かった。のちに、その先生が教育長、私が少年セン

ター会長という立場で出会ったときに、その話をし

た。先生は「全然覚えがないな。あんた、執念深い

なあ一」と言い、過ぎし50年前の子ども心を苦笑し

合った。

　得てして、大人は自分の価値基準に照らして子ど

もの行動や生活を評価する。そして、その評価に対

する子どもの気持ちにまで思いを寄せることは少な

い。そこで、ここでは地域に密着した児童委員とし

ての活動を通して出会う子どもと大人の「小さな出

来事Jに目を向けてみよう。その出来事を通して、

いま子どもが地域社会や家庭においてどのような環

境下に置かれているかを知ることができ、さらに彼

らの夢や宝物をどのようにして守り、育てていけば

いいかを知ることができると思うからである。

　子どもの気持ちを汲みとれない若い母親たち

　自分の意思を言葉で伝之ることのできない赤ちゃ

んや幼児に戸惑い、子育てに不安を抱いている若い

母親が核家族化に伴いふえている。児童室に遊びに

来る若い母親と幼児を見ていると、子どもの意思が

通じない親が多いのに気づかせられる．

　子どもは、ここで遊ぷときは母親が自分のために

時間を費やしてくれるのだ、と思っている。「お母さ

ん、絵本読んで」「いいよ、どんな絵本かな？」「ブ

ロックで何作ろう」「お母さん、手伝ってノ」このよ

うな温かい親子の触れ合いがあちこちで見られる。

世界の児茸と母性

しかし、「お母さん！」と呼ぷ子どもの声に、すぐ返

事をしているだろうか。また、子どもが何かを言お

うとしているのに、わかってやろうとしているだろ

うか。言葉だけが気持ちの表現ではない。泣いたり、

怒ったり、笑うたり、揃癩を起こしたりというよう

に、いろいろな行動で、子どもは自分の気持ちを訴

えているのである。

　ところが、「この子は、泣けば我を通せると思って

ますわ。いやになってしまうわ」。こんな母親の声を

よく耳にする。果たして、本当に困った子どもなの

だろうか。子どもにしてみれば、泣かないと、母親

が自分に注目してくれない、言うことに耳を貸して

くれない、という経験がそれまでにあったはずであ

る。例えば、「お母さん、これ折って」と子どもが折

り紙を差し出したのに、「ちょっと待って、あとから

ね」と答えて、そのままにするe「お母さん、まだ一」

「ちょっと待って、あとからね」こんな会話を繰り

返す。子どもは待ち切れず、「お母さん、まだ一」と

執拗に言う。母親は、「もう、うるさい子だね。もう

ちょっと、と言ったでしょう」と、しまいには怒っ

てしまう。母親は、わ一ん、わ一んと泣く子どもを

叱りながら、折り紙を折ってやる。これでは、子ど

チビッ子広場で

19



もは折り紙を折ってもらったことよりも、怒られた

ことのほうが悲しくて、泣き止まない。「いつまで泣

いてるの。せっかく折ってあげたのに」の言葉に続

いて、「かわいくないわね。あんたはいつもこうだか

ら」と、昨日のことまで並べ立てる。

　書店には育児書がいっぱい並び、ラジ才、テレビ、

新聞では子育てに関する記事が毎日のように取リ上

げられる。ところが、若い母親は、教科書通りでは

ない赤ちゃんの個人差に対応できず、保健所や電話

相談の窓口を賑わしている。その上、いい子に育て

たいと願うあまリ、「子育てはむずかしい」という意

識に陥っている向きがあるように思われるp

　このような母親に向けて、子どもとの接し方を具

体的に学び合う「親子教室」を増設して、指導者を

ふやすとともに、“地域の子ども。をみんなで育てる

という住民の連帯意識の醸成と協働活動の組織づく

りが必要なのではないだろうか。

　大人の都合で失われていく子どもの遊び

　子どもたちに遊びを通して貴重な経験をしてほし

い。一そうした願いは、何年も前からあるにもか

かわらず、高学歴志向の結果生じる受験戦争、経済

を優先した地域開発と都市構造の変化等によって、

子どもたちは、遊ぷ機会と場所をことごとく奪われ

てしまった。

　私の住む地域に、人家からあまり離れていない山

麓に低学年用のキャンプ場がある。そこには周囲

1，000メートルほどの池がある。あるとき、街頭補導で

そこに行ったところ、十数人の子どもたちがあちこ

ちに分散して釣糸を垂れていた。池の周りのそこか

しこに「危いノ　よい子はここで遊ぱない」という

20

絵入りの看板が立っている。「君たち、この看板に何

と書いてある？」と尋ねると、一人の少年が大きな

声で読んでくれた。「さあ、危いから早く帰りなさい」

と促したところ、「おヒさん、僕たち遊んでなんかい

ないよ。魚を釣っているんだよ」という声がはね返

ってきた。大人の都合によって、地域社会の片隅に

追いやちれてしまった子どもたちの哀願と憤慨にも

似た言葉にハッとさせられた。子どもたちの目は一

様に、浮きの一点に集中している。その真剣な表情

を見たら、私はそれ以上何も言えなかった。「池に落

ちないように気をつけてな」、やっとのことで、その

言葉を残して帰った。

　その後、役所に赴いて、毎年各小・中学校のPT

Aの協力で立てている「危険箇所の看板」の表現の

見直しと、その池に釣り場をつくる提案をしたが、

担当者は容易に腰を上げてくれない。「万一、池に落

ちたら大変で、その責任を…」の一点張りである。

ボランティアが引率中の事故による親からの訴訟問

題が近年各地で起きていることからすれば、行政の

立場も理解できないことはない。しかし、あの子ど

もたちのまなざしを思い出すと、私は何としても釣

り場をつくってやりたいと思った。

　「大人はどうだ。数え切れないほどの快楽天国が

あるのに……。いまどれだけ多くのゴルフ場がある

と思うか。毎年登山による事故が絶えなくてもます

ます活況を呈している。船での海釣リ、競輪、競馬。

夜はパー、スナック、カラオケ等々……」。このよう

な話題まで引き合いに出してねばった結果、その池

の周囲に桟橋が設けられることになった。子どもた

ちの楽園のひとつが実現したのである。

　それから数年後に、別の池の禁止看板が外され、



市費を投ヒ

て釣り場が

できた。休

日には、家

族連れが釣

り糸をたれ

てはしゃぐ

声が一日中

聞こえてい

る　今日ま

での十数年

間、事故は

なかったが、

万一のとき

にと、4、5メ　　釣りができるようになった池で

一 トルおきにつけたロープが命綱の役目を果たすこ

とを常に念じている。数少ない立派なものより、安

全対策を取り入れ、そのうえ自然を残した遊び場が

数多くできることを希望している。

　懐かしく思い出す私たちの子ども時代は、あちこ

ちの池や河川で．泳ぎや釣りを楽しんだ。年長の子ど

もと一緒に行くことだけが学校からの注意事項であ

った．親もそれでよしとしていたし、水死事故は非

常に少なかったように思う．池や川でおぼれかけて、

年上の子どもに引き上げてもらったり、逆に助けた

りといった体験を積みながら育った。今日のような

立派なプールはなかったが、泳ぎの達者な子どもが

ほとんどであった。このような遊びを通して、年齢

が2、3歳離れている子どもとの交流は常にあり、子ど

も同志によって育てられた。大人の監視は無用であ

った，遊びのなかで育んだ知恵、発想力、忍耐力は、

世界の児童と母性．

のちのちまでいろいろな場面で生かされた。遊びの

体験がいかに大きなエネルギー源であったか、懐か

しく思い出される。

　池の禁止看板も、「子どものため1にとられた措置

であるが、大人の判断で“危険、、としたものに、子

どもを近づけさえしなければ万事よし、としてきた

結果、子どもから遊び場を奪ってしまっていたとい

える，、チどもにとって魅力ある遊び場づくりが今後

も続けられるだろうが、これらのことを反省しなが

ら、地域への気配りをすることが大切だと思う．、　こ

のようなことを地域懇談会で’話すと、若い親のnも

揮くが、実践に移るまでの道のりはまだまだ遠いと

感じる。学校の週休2n制が実施されると、児童、

生徒が地域で過ごすための方策が重要課題となって

くる．週休2日制を取り入れる企業がふえているか、

それによって生ヒる大人の余暇を、地域の子育てに

当てるための組織づくりを、保育所や小・中学校と

連携しながらすすめるなど、学校一家庭一地域の連

携活動も重要だと思う、これには、まず大人の意識

改革が強く求められるところである。

　親は心にゆとりを

　先n北陸のある県で、親子関係のほほえまLい情

景を思わせる中学生の話を聞いた．t

　中学2年生の三郎君1仮称｝は夏休みに宿題の社

会科研究で、これぞという題材が浮かばないまま、

数llが過ぎた，あせればあせるほどいい案が浮かば

なくて、溜め息をつきながら横になっていた。突然、

いつivのごとく、三三郎、またお前寝ているのか，宿

題はできているかい．に続いて、「LっかりLてちょ

うだいよ」という母親の甲高い声が飛んできた．そ
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の瞬間、三郎君の頭のなかに閃いた。「よしこれだ」

と思いついた題材が、なんと「いつもいつも、毎日

毎日、よくも飽きずに続く母のログセ」であった。

　三郎君は立ち上がり、買ってもちったばかりの小

型録音器を手に、「母のログセ」の録音を開始した。

朝の「おはよう」から夜の「お休み」まで、21日間

の録音である。どこの親でも、小言の数が相当数に

なることは容易に想像できる。ここに目をつけた三

郎君にアイデア賞をやりたくなるのは、学校の先生

ばかりではないだろう。この研究は、校内の研究発

表会で最優秀賞に輝いた。「いったい何を研究した

の？」と母親に尋ねられた三郎君は、「母さん、怒っ

ちゃいやだよ」と念を押して母親に話した。それは、

録音から、母親の言葉を分類したものである。母親

がよく言う言葉は、

①「三郎、早く勉強してしまいなさい」（特に興奮し

　たとき。毎日）

②「せめて1時間でもいい。身を入れてやりなさい」

③「隣のBちゃんを見なさい。宿題のほかに予習を

　やり、その上塾まで行っているのよ」

④「毎日毎日同じこと言いたくないよ。あんたのた

　めを思って言っているのよ」

⑤「お父さんが帰ってきたら、言いつけるわよ」

の順だった。

　これをまとめると、喜びの言葉：15％、叱りの言

葉：72％、あわれみの言葉二2％、楽しみの言葉：11

％となった。

　お母さんはその結果を聞きながら、肩の力が抜け

ていくのを感じたそうである。そして「上の2人の

子を育てるときは全く気づかなかった。三郎、あん

たが一番上だったらなあ」としみじみ反省したとい
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う。そして、その後の発表では数字を次のように換

えるように、親子で話し合ったという。喜び：20％、

叱り：62％、あわれみ：2％、楽しみ：16％。

　温かい親子の絆が感じられてなかなかおもしろい。

親も自らの姿を律する心で子どもに接することが、

いかに大切であるかをしみじみ感じさせられた。

　このような録音を逆手にとって、親に対して「子

どもにも言い分があるんだ」などと開き直ったりす

る子どもは少ないだろっが、黙っている子どもにだ

って、腹のなか、胸のうちに、親の小言にお返しし

たい憂さが積もっているかもしれない。例えば、「お

母さん、何しているの。早くご飯の支度をしてよ」

「何？　またハンバーグか。お昼も即席カレーじゃ

ないか。こんなのばかりでだめだよ」「この味何？　隣

のおばさん真心込めてつくるから、とってもおいし

いし、その上料理教室にもときどき出ているらしい

よ」「毎日こんなんじゃ、お父さんが帰ったら言いつ

けてやる」・…・・。

　そんな子どもたちの声なき声をときには思い浮か

べてみてはどうだろう。そして、台所で一人、クス

クス笑いを楽しむくらいの心の余裕がほしいと願う

ものである。

　私はときどき先生を対象に講演を頼まれるが、そ

のときは「子どもの心」に触れて話をする。期待し

た点数が取れなかったときのこと、川で友達と遊ん

だときのことなど、自分の子どものころを懐古して

子どもの心に戻ると、子どもと同じ目線で考えるこ

との大切さを感じる。そうすることによって、子ど

もの夢、子どもの宝物が何であるか、を知ることが

できるからである。



長時間保育と

子どもの心

特

子どもの眼・子どもの声

一
家庭・地域社会から

　　　　　　　　　　　　もち　づき　た｛†　二

躰給鮪磯畦任研韻望月武子

　1．高まる長時間保育へのニード

　女性の社会進出はめざましく、働く女性が半数を

占め、このうち有配偶の女子雇用者は約6割に達し

ている。このような状況にある現在、結婚し家庭を

もっても仕事を続けることは当然のこととなり、出

産後も仕事を続けようとする母親が今後も増加する

であろうことは推測に難くない。

　現在、O歳から6歳までの乳幼児をもつ母親の就労

率は約35％であり（子どもの年齢にともなってこの

割合は上昇する）、7歳以上の子どもをもつ母親の就労

率61％と比べて大きな差がある。子どもが小さい閲

は、仕事をやめ子育てに専念するという親の意識も

あろうが、仕事を続けながら幼い子どもを育てるこ

とに幾多の困難があることを物語るものでもある。

　一方、働く母親の約半数を常勤者が占め、常勤者

の約7割が8時閲以上の勤務になっていることや、夜

間まで働く母親の存在、子どもを家庭外、あるいは

家族以外に預けている状況などの現実をみると、働

く母親にとって、仕事と育児の両立は大きな困難を

ともなう課題となる。両立させるためには、子ども

の保育をどうするか、厳しい解決を迫られることに

なり、家庭外保育や長時間保育への要求は、今後さ

らに増大していくものと考えられる。

　2．長時間保育の子どもへの影響

　長時間保育が子どもに及ぼす影響については、視

点により、好影響がみられたとするものもあるが、

比較的大規模な研究は、乳幼児の心身の発達、とく

に行動、情緒面でマイナス的影響がみられることを

指摘している。「長時間保育が子どもの心身に及ぼす

影響（ig68年）」や、「長時間保育を実施するうえで配

慮すべき条件について（1974年）」という、日本総合愛

育研究所で実施した調査研究がある。通常保育の子

どもと比べて問題行動が多く、集中力、持久力の機

能低下があること、家庭の生活時間が制約され、あ

わただしく余裕のない生活になって、親子の交流を

はかろう、楽しい家庭の雰囲気をつくろうと配慮す

る意識は高くても、実際の生活では短時間に集中し

てくる家事雑事に追われて、子どものベースに合わ

せられない、子どもの気持ちを考えるゆとりがもち

にくい状況にあること、子どもには、顕示性、退行

性、自制力、情緒の安定性について問題傾向がみら

れること、などが報告されている。

　夜間に及ぶ長時間保育が、子どもの心身の発達に

及ぼす影響について、全国社会福祉協議会、全国夜

間保育連盟が行った研究（1989年）も上記とほぽ同様

の結果を示していた。
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　これちの研究結果は、長時間保育は子どものため

に好ましくないこととして、仕事をもつ母親の増大す

る要求とはうらはらに、長時間保育を否定する力に

なって、その積極的な推進を阻んだことは否めない。

　また、1981年から制度化され実施された延長保育

の保育効果については、好ましい保育のあり方を目

指して、子どもと親への影響を調査研究しているe

（日本総合愛育研究所、1984年）

　ここでは、子どもの気になる行動は、延長保育に

積極的な取り組みを行い、専従保母を配置したり、

延長保育時を子どもにとって楽しい時間にする配慮

など、保育者の姿勢により減少する傾向を窺うこと

ができた。また、子どもにとって良かったことがあ

るという割合も、延長保育に、より積極的な姿勢を

示しているグループのほうに多かった。これらのこ

とから、子どもに及ぼす影響をどのように見るかは、

延長保育に対する保育者の考え方や関わり方と関係

しているといえる。

　一方、多くの保育者が、延長保育に便乗して親の

姿勢がルーズになる、子どもとの接触不足、親の自

覚や責任感を薄れさせる倶れを指摘しているなかで、

延長保育に積極的な立場をとるグループでは、少数

ではあるが、親と保育者の役割が明確になり相互理

解と信頼感を強めた、育児意識や家庭生活の改善が

あった、としており、親が支持され受け入れられる

ことにより、育児へ向かう力を強められることを示

していて、親への指導の可能性も見い出されている。

3．長時間保育はどうあるべきか

社会的にも家庭的にも長時間保育の必要性は高ま

り、保育を受けなければならない子どもが増えてい
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る現実がある。家庭生活の安定がなくては子どもの

生活は安定しない。母親が他から強制され制約され

て、自分らしい生き方を捨てて子育てに向かっても

良い子育てはできにくいなど、いずれも確かな事実

である。子どもを預けて働かざるを得ない母親、仕

事で自己実現したいと望む母親など、母親の立場か

ら、あるいは社会的な問題として、仕事をしやすい

状態をつくる。そのために、長時間保育も現実的な

問題とし、必要なものとして肯定し、積極的に進め

ていく。その方向を頭から否定するものではない。

しかし、そういう動向の陰で、主張の弱い子どもの

立場が二の次にされるなど、子どもへの視点がおろ

そかにされることがあってはならない。

　また、長時間保育が子どもの心身の発達にマイナ

ス的な影響を及ぼす危険性があるという従来の研究

結果は、時間の長短や、家庭保育と施設保育の違い

によるものだけではなく、保育の質に関係するもの

である。従って、質的な吟味が必要であるという指

摘はもっともなことであり、ぜひそうあるべきだと

願っている。しかし、マイナス的な影響が見ちれた

という事実まで否定し捨て去るのではなく、問題点

を十分に浮き彫りにして、それをふまえて改善に向

かっての吟味や努力が必要である。

　今、長時間保育の実施について、実施側も親も、

改善、充実への意識は高まっている。しかし、多忙

な生活や、厳しい勤務条件のなかで、保育者も親も

自分の立場や状況に流されやすい危険を含んでおり、

対応の難しさがある。大人の側からの必要だけでな

く、子どもに充実感のある安定した生活や、広く農

かな経験を保障するためには、保育の場だけの改善

では済まされない多様な問題を包含している。質的



な改善が後手に回り、改善が遅れたまま、当面の急務

として長時間保育が推進されること、もっとはっき

り言えば、大人の都合が先にあって、そこに子ども

の生活が合わせられていくことがないよう心配する

のは私の杞憂であって欲しい。

　4．望ましい発達を保障する

　子どもへのマイナス的な影響を最小限に抑えて長

時間保育を実施するためには、保育者の配置、保育

の形態や内容、場の設定などを考慮しなければなら

ない。しかし、より本質的な問題であり、最も大切

なことは、子どもの保育にかかわる保育者、親が保

育をどうとらえ、子どもにどのように接するかであ

り、このことが子どもに与える影響は大きい。長時

間保育であるか否かを問わず、子どもの発達にかか

わる大人としてどのような役割を果たすか、が基本で

なければならない。

　また、家庭保育と施設保育を対比させて、どちら

が良いか悪いかではなく、それぞれのもつ特徴や良

さを生かし、親と保育者が協力して、互いに相補的

な機能を果たすことが必要である。

　5．大人のもつ意味

　豊かな心をもった人間として育てていくという視

点に立てば、母親と子ども、保育者と子どもの関係

に、子どもにとっての大人の意味や、大人としての

役割には本質的な違いはないのではないだろうか。

だから保育者が母親の代替を果たせるというのでは

なく、親も保育者も長時間保育のもつ意味をどうと

らえていくかということに関連してくる。自分が子

どもに関わりながらこれでよいのかと、常に疑念や

世界の児皇と母性

不安を抱きながら接するのでは、子どもに安定感を

もたらすことはできない。また、問題があれば、そ

の原因を他者へ転嫁することになりやすく、状況の

改善はむずかしいだろう。

　6．子どもが自己存在感を実感できる大人

　子どもは自分の存在が肯定され喜ばれていると実

感できるとき、依存できる大人との関係に支之られ

て、安心してのびのびと活動し自分を表現して、確

かな自我を形成していく。大人から見守られしっか

り受け止められている、大切にされているという実

感は、自分に暖かい目が向けられている、行動が承

認されている、快い情緒的な交流があるなど、個人

的な配慮を重視することにより、日常的な関わりの

なかで大入の心遣いを感じ、心理的な満足を得て感

じるものである。そして、それは子どもの主体的な

活動の基盤になって健全な発達を促していく。

　大人と子どもの関係は、大人が教え、世話をする

対象として子どもをみるのではなく、子どもは独立

した自我をもつ一人の人間であり、主体と主体の関

係である。このような認識にたって、信頼され、心

が通いあい、子どもが安心して育つ関係を築き上げ

ることが必要である。

　7．子どもの心を見ようとする大人

　子どもの示すさまざまな行動を心の表現として、

何を感じ何を訴えているか、子どもの側に立ち、行

動の内側にある心にふれて理解しようとする姿勢を

もつことが、子どもに関わる大人の役割である。大

人の願いを先行させ、社会的な枠組みに当てはめて

子どもを見ようとするのでは、子どもの心は見えな
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い。大人の気持ちに敏感な心をもち、おかれた状況

に適応する力をもつ子どもであるだけに、失望し、

あきらめ、我慢することも珍しくない。このことへ

の配慮を欠くと、子どもに不当な圧力をかけ緊張を

強いることになりかねない。一人ひとりの子どもの

行動のなかに表現されている思いを理解する心と、

子どもの気持ちに共感できる感性が大入に求あられ

ている。

　8．発達の場としての環境

　長時間保育を考え、子どもに充実した生活を保障

するためには、保育の場だけの問題としてとりあげ

ていくことは適当ではない。子どもの生活全体から

活動の流れや生活経験を見通して、日中、家庭での

生活がない、親子のふれあいがない状況のなかで失っ

ているものが何かを理解する。そこには生活基盤の

安定性、交流によって得られる学習、生活経験の広

がり、健康面など、長時間保育児の共通な問題と共

にその家庭や親子がもつ個別的な状況もあって、保

育所の生活だけでは解決し難い問題がある。

　9．家庭生活や親の役割の強化

　保育所は、親と共に協力して子どもを育てる場と

して、また、親が親らしく育つ場として重要な役翻

がある。園任せになる、親としての意識が乏しい、と

親の責任を追及して要求を押し返すのではなく、手

をさしのべて受け入れることによって、親は安心感

をもち保育への信頼を深めて、協力的になることか

できる。親も長時間保育の子どもへの影響を心配し

ている。父親の育児参加も含めて、どうしたら親と

しての役割や行動を発達させられるか、親が子ども
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の立場に立って自分自身のことを考えられるかを常

に留意して、親との接点をもち、話し合って、信頼

関係を築いていくことが必要である。

　「親の行き届かない面を見ると子どもへ目が行かな

くなる」「子どもにブラスになった面に目を向けない

と親の意識が変わらない」ともに延長保育の実態を

みるために保育所を訪問したときの園長のことばで

ある。子どもを大切に思う保育者の暖かい目があり、

保育者の支持と交流によって、親も子どもへの配慮、

努力を広げていく．親としての役割や家庭保育の重

要性への認識を高めるのも「努力を欠いたら問題は

子どもに返る」という真撃な保育者の姿勢に負うと

ころが大きい。

　ここでは保育の本質的な問題として、子どもの心の

健全な発達に向けて、大人の関わりを中心に述べた。

保育者も親と同じ問題を抱え悩みをもつ存在である。

親や保育者が安心Lて仕事に向かい、子育てに向かう

ためには、背景にある育児期間中の女性の就労や労

働条件など幾多の問題の解決が必要である。4月から

育児休業法が施行され、母親の子育ての状況にわず

かながら変化が見られるだろうが、反面で仕事と育

児のはざまで葛藤を強める危険性がないだろうかe



病児保育
その現状と今後の課題

特 集

子どもの眼・子どもの声

一
家庭・地域社会から

　　　　　　　　　　　ほ　　さか　とも　　こ

㌶魏羅野鍛長保坂智子

　はじめに

　働く若い父母にとって保育所に預けてあるわが子

の病気のときほど困ることはない。現行の国の保育

指針では「健康な子どもの措置」のみが対象となり、

体温が37．4ないし37．5℃では発熱としてすく’職場に

連絡が入り、「急いで子どもを引き取るように」と呼

び戻される。勤務先で「保育所から電話」と呼ぱれ

ると、体が縮むという若い父母は多い。夜間の子ど

もの急な発熱に取りあえず解熱剤を使って、あるい

は手持ちの薬を飲ませて翌朝そのまま保育所へ連れ

ていく、これを2晩も3晩も繰り返す両親もある。

親としても、仕事を休めぬ辛さ、苦しさは如何ばか

りであろうか。子どもの病気も悪化し、あるいはも

う一日ゆっくり静養させればすっきり症状は回復す

るのに、不安定なまま両親の都合で保育所へ行かせ．

ぷり返させる例も枚挙に暇がない。子どもは病気を

しながら育つもので、感冒、扁桃腺炎、下痢、おた

　　　　　ttLヰ
ふくかぜ、麻疹、水痘、とびひと感染を繰り返しな

がらカをつけて育ってゆく。

　女性の高学歴化、ライフスタイルの変化などから

働く女性の増加が著しく、結婚後も社会の要請に応

えて責任の重い仕事につく女性は多V㌔本年4月よ

り育児休業法がスタートするとは言うものの、現実

には働く女性の激増や働き続けねばならぬ女性、そ

して責任の重い職場のため十分な休業期間の取れな

い女性も多く、育児休業法の法制化と共に、病児保

育もぜひ国の手で制度化されなければならない。む

しろ昨今の現実では、産休明けを待って入所する乳

児たちが非常に増加している。生後2～3ヵ月児の

病期の専門的な看護の重要さを、病児保育室内で痛

感するこの頃である。

　1．金国病児保育協議会の設立

　こうした現状から、国は平成3年5月、病児保育

の研究班（小児有病児デイケアに関する研究班・帆

足英一班長）を発足させ、病児保育の実情の調査、

研究を開始した。また平成4年度には、パイロット

・スタディとして、数ヵ所の乳児院において病児保

育を試行することになったe

　これを受けて、当初、既設の病児保育室13施設（現

在15施設）が中心となって全国病児保育協議会を設

立。より一層充実した病児保育を展開するために、

研究に協力しながら、協議会としても国に要望書を

提出し、その制度化に向けて努力することになった。

地域的には、青森1、東京都2、大阪8、岡山1、

広島1、大分1、愛媛1の15施設である。大阪地区
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は病児保育の先進地区として8施設を数え、近畿ブ

ロック集会なども開かれ、看護者、保母、利用者父

母、との学習交流も盛んである。23年前、枚方市に

おいて始まった病児保育が地域の働く父母を扶け、

医師会・行政もこれを理解し支援してきた。この実

績が近畿他市にも認識され、関西地区では活発な開

設の展開となったものと思われる。

　上記15施設の開設の形態は、診療所併設型8施設

と保育所併設型5施設、単独の病児保育室2施設と

なっている。直接医師の診療・指示を受けられるも

のは診療所併設型を含め計10施設、契約医師による

指導・指示の受けられるもの3施設、その他単独に

父母の自主開設2施設となってい

る。しかし、自治体より委託金・

補助金を得ているものは5施設に

すぎない。病児保育がかなり専門

的な施設及び医師、看護婦、保母

の確保を必要とすることなどを考

えれば、どうしても国及び自治体

の助成、援助がなければならない

と思われる。その運営の安定のた

め、共済会形式あるいは会員登録

形式をとっているところが10施設

となっている。

　定員は10名前後が10施設、15名

以上2施設．その他はほぼ5名前

後である。利用年齢は、いわゆる

産休明けの3ヵ月未満からが2施

設、最年長小学3～4年生まで可、

が3施設、6歳まで、無制限が1

施設、その他は3～4ヵ月以上と

なっている。保育時間は、ほとんどの施設において

開始が7時半～8時で、終了は平日6時～6時半、

土曜日2時までが5施設、6時前後が5施設である。

こうして病児保育室でデイケアを受ける子どもの平

均入室日数は、3日前後となっている。また病中の

急性期と回復期を対象とした全病期のデイケアの可

能な保育室は、診療所併設型の8施設、病後の回復

期のみを対象とする保育室が6施設となっている。

共済会費（登録料）及び1日の利用料金にっいては、

自治体からの助成の有無により大きな開きがみられ、

助成のある施設では1日400円～1，500円まで、助成

のない場合では1，000円～5．000円に及ぷ。

岡山山陽ちびっこ療育園

広島さくらんぼ病保室

狛江すごやか病保室

※京パンピ病保室

枚方市立病保室

枚方（香里｝病保室

寝屋川つくし病保室

大阪すみれ病保室

大阪のんたん病保室

大阪寺田町病保室

堺病気あけ保育室
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　2．枚方市の病児保育

　1958年〔昭和33年）秋、ちょうど京都と大阪の中

間地点の枚方市に、住宅都市整備公団の手により両

市のベッドタウンとして香里団地が戸数約1万戸、

3万人の規模で開設された。若い入居者が多く、ほ

ぽ団地の完成する1961年、団地内住民の市民運動的

な要望もあって、団地内に公立保育所（香里団地保

育所）が新設された。その半年後、利用児の父母た

ちのさらなる要請を検討した枚方市は、この保育所

において乳児保育を開始、翌年には朝7時から夕方

7時までの長時間保育を実施した。1966年頃、さら

に香里団地保育所の父母は病期の子どもたちの看護

保育の問題を採り上げ、ホームヘルパー制を実施し

た。試行錯誤したが、個人に病期の子どもを預ける

不都合さが続き、たまたま父母の会の一小児科医の

示唆・提言により、診療所併設型の病児保育室を枚

方市と共に支援、後見することになった。1969年、

こうして枚方病児保育室（香里）が誕生した。

　母親たちは当時から専門職をもつ者が多く、教師、

公務員、看護婦、保母、その他フルタイムで働く母

親が8割を越えていた。保育室は小児科診察室及び

枚方病児保育室（香里）

　ガ

世界の児童と母性

観察室に隣接する南向きの明るい部屋2室（各12畳）

からな「〕、定員8名（10名まで入室可）、小児科看護

婦1名、保母3名（有資格）、パート保母3名で看護

保育に当たっている。開室時間は平日午前8時より

午後6時まで、土曜日は午前8時より午後2時まで、

日祝日、年末年始、及び夏期1週間の休室を除き、

年間を通じ開室されている。

　入室児の病種は感冒が約58％，扁桃腺炎、気管支

炎、膿痂疹、水痘、手足口病、おたふくかぜ、中耳

炎、結膜炎、外傷など、その年の流行に多少左右さ

れながら、ほぼ満床の状態である。その平均入室日

数は3～4日間となっているtt入室に当たっては、

他の病院にかかっていてもよいが、病児保育室管理

と入室後の看護・加療のため、病児保育室の管理担

当小児科医の診察を受けて許可を得る。そして、病

期により、安静、遊び（保育）可などの指示を受け

る。年間入室児総数は約1，900人c運営’は共済会形式

をとり、近郊保育所（園）児を中心に約250世帯が加

入、年間共済会費1，000円、入室利用料金として3歳

未満児1日900円、3歳以上児700円を支払う。牛乳

及び果物が支給され、昼食・おやつは持参となって

いる。入室希望者は多く、年間平均待機者数は800～

1．000人に及ぷ。

　枚方市はこうした枚方病児保育室（香里）の実績

に基づき、年間約1．800万円を補助し、委託事業とし

て助成を続けているtコまた1979年には、枚方病児保

育室（香里）の利用状態や待機者数の多さから、枚

方市立市民病院内に市内第2の病児保育室（枚方市

立病児保育室、定員5名）を開設した。名実ともに、

公立病児保育室として運営されている。利用料金1

日1．OOO円。診療には市民病院内の小児科医師が当た
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　枚方病児保育室（香里）

っている。枚方病児保育室（香里）の委託料とほぽ

同額で運営されている，

　枚方市は大阪・京都のベッドタウンとしての人口

増加（現在人口約40万｝に伴い、1年に1公立保育

園を新設する時期（1962年～1972年）があったが、

それと並行して、1962年には全国に先駆けて乳児保

育を、続いて長時間保育、病児保育を開始した。地

域における就労婦人への支援や子どもたちの健やか

な発育を願う、1960年代からの枚方市の保育行政の

先進性には見るべきものがあったといわなければな

らない。現在、地域の保育所・保育園での障害児保

育も積極的に行われており、それに伴って、病児保

育室でも可能な限り障害児の病期の受け入れを行っ

ている、1991年現在、枚方市の保育所（園）数は公

立保育所18、私立認可保育園33、無認可助成園13で

ある。

　3．今後の課題

　ともあれ、全国各地に病児保育室の数を増やすこ

と、すでに20数年前から働く父母、保育園関係者の

間ではその必要性が真剣に検討されながら、いまま

でに全国の施設としては15ヵ所にすぎず、利用はご
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く一部のものに限られている。枚方市でも現在の市

南部及び東部のほかに、北部に第3の病児保育室の

必要が指摘されるこの頃、どの市にも最低1ヵ所の

病児保育室設置が望ましい。医師及び小児の取り扱

いに馴れた看護婦の確保、保母の配置、設備面を考

え、また病児保育室を利用する病児数、病種、年齢

などの日々の変動から、その運営・維持は不安定に

ならざるを得ず、ぜひ公費の助成がほしいものであ

る［．理解ある医師の下で運営されている病児保育室

でも、公費の助成のないところでは赤字を累積させ、

試行より］～2年で閉室、あるいは赤字のまま開設

者の負担で運営維持されているのが現状であるtコま

た一方、現在保育園併設型として病後（回復期）保

育に徹しているところでも、将来的には一歩進んで

医師の指導の下、病初期よりの看護ケアのできる形

をとるのが望ましい。それぞれ地域の実情に合わせ

ながら、今後の方向としては、地域センター的なも

のとして病院・診療所あるいは乳児院に併設する形

で病児保育室が設けられ、近隣の数園が中心に利用

する形が展開しやすく、また保育園併設型として看

護婦の常駐、医師との連携を併せた病児保育室も考

えられるべきである。センター的な病児保育室は、

将来地域の乳幼児の健康問題の相談相手ともなり、

健康教育の場ともなるよう、あるいは保育園関係の

健康管理のセンター的なものとしての機能も果たし

うるよう配慮されるのが望ましいと思われる。ここ

で特筆されなければならないことは、あくまでも病

児保育は大人の都合に合わせたものではなく、子ど

もサイドに立って営まれるものであること、症状・

病期によっては、集団での看護ではなく医師の指導

の下、父母に委ねられるべきものと考える。例えば、
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麻疹の最盛期、心身の著明な不安定期、症状悪化が

明確なとき、感染性の強い病期など、ここでは医師

の判断が重要となってくる。

　終りに、子どもは病気をしながら育つもの。ぜひ

国の保育行政の申の一項に病児保育を加えていただ

き、位置付けをお願いしたいこと、今年度の乳児院

での試行を成功させ、その発展と確立につとめちれ、

全国どこでも病児デイケアが受けられ、社会に貢献

する母と子どもたちへの誠実な支援の一助となるよ

う願わずにはいられない。また既設の病児保育室に

は助成や医療法人事業と認めるなどの措置をしてい

ただき、研修の機会などを援助し．その一層の充実

を図っていただきたいと思うものである。

●病種別利用状況

自営4．1％

公務員4．1％

バート

その他の’

専門項
　　　s．1％

会社貝

20，5％

（1ege年度：人）枚方病児保育室

　　　　　月病種

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計
一

　％

感　　　冒 102 76 75 銅
45 88 106 82 91 88 114 134 1，085 57．6

肩桃腺炎
3 12 14 13 5 4 13

況
6 7 6 5 112 6．0

気管支炎
6 7 11 1 6 4 16 8 7 9 6 4 85

4：5

中　耳　炎
1 3 1 4 6 1 16

0．8

結　膜　炎
1 7 1 1 10 0．5

膿　痂　疹
5 7 16 18 73 34 4 4 5 166

8．8

水　　　痘
3 2 6 5 13 29 42 31 45 40 216 1L5

おたふく
3 11 17 2 8 3 u 2．3

麻疹（予後） 3 4 7 8 3 25 1．3

風　　　疹
2 2 2 6 0．3

手足ロ病
10 10 45 4 69

3．7

骨　　　折
9 8 17 0．9

そ　の　他 2 7 20 1 3 33 1．8

合　　　計 137 140 184 174 132 144 156 152 156 147 172 190 1，884 100．0
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